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１ 利用案内の訂正情報 

◎利用案内の追加・訂正情報についてお知らせします。 

認可保育所（高津区）（３６ページ）  

 ・「まなびの森保育園高津分園」の「受入年齢」 

 

 

 

※まなびの森保育園高津分園については、令和７年４月入所における二次利用調整から、

受入年齢を「３か月～３歳児」に変更します。    

※二次利用調整に関する申込受付期間は次のとおりです。  

【窓口】 

令和７年１月３１日（金）まで  

【郵送】 

 令和７年１月２２日（水）まで（消印有効）  

【オンライン】  

令和７年１月２２日（水）17：00 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行／川崎市こども未来局  保育・幼児教育部保育対策課 
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変更前  ５か月～３歳児  

変更後   ３か月～３歳児 

令和７年度 

保育所等・幼稚園・認定こども園 

利用案内 

【追加・訂正情報のお知らせ】⑥ 

○ 受入年齢変更についての問合せ先  

  まなびの森保育園高津分園（０４４－８３３－７５５８）へお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


